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代引きサービスに金融業としての規制は必要ない 
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１．代引きサービスは為替取引に該当しない 

 代引きは、購入者が、例えば通販会社に商品の注文をした際、通販会社の依頼によって、

国土交通省の許可を受けた運送事業者が配送の附帯業務として行っている。 

輸送商品と引換えに代金の代理受領をしており、代金の原因関係も明確である。 

 すなわち、代引きは単なる運送行為による販売支援業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．金融業としての規制が導入された場合、消費者への影響は極めて大きい 

規制の種別 消費者の得る利益 消費者の被る不利益 評 価
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※ 運送事業者が仮に新法による届出を行った場合、金融業とみなされ、犯罪収益移転防止

法の対象となる可能性が高い。このため、代引きでも１０万円超は本人確認や、家族で

あっても委任状がなければ商品の引渡しが出来ない。 
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